
 

 

 ライフスタイルや価値観の多様化により住民ニーズが複雑化する一方で、高齢化や
共働き世帯の増加により、全国的に地域の担い手が不足してきています。 
 「まちづくり協議会」は、ひとつのまとまった地域で、自治会や各種団体などの多
様な主体で連携しながら、地域の課題解決に取り組む総合型の地域組織のことで、全
国的に広がりを見せています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 まちづくり協議会の活動例は、下記のとおりです。１地域に１つという制約が

あるため、単一の活動ではなく、総合的な（複数の）活動が求められます。 

 (1)防災・防犯           (2)教育・子育て支援 

 (3)健康・福祉           (4)環境美化 

 (5)伝統的な行事や文化の継承    (6)地域の課題解決 

 (7)地域の活性化のための活動 他 

 

 

 

 ○自立性   ○民主的な運営・意思決定   ○透明性（情報公開） 

 ○自治会（必須）、住民活動団体など多様な主体で構成されていること 

 ○まちづくり計画を定めていること 

 

 

〇準備会への支援 

 協議会設立に向けた調査・研究経費、

会議開催等経費に交付金を交付 

【１団体あたり４０万円】（１回限り） 

○まちづくり協議会への支援【検討中】 

 ・財政的支援 

 ・人的支援（事務局費用） 

 ・活動場所（公共施設）の提供 

 

 

 

 

 

 

 

○指定地域共同活動団体とは 

 令和６年９月２６日に地方自治法が改正され、「指定地域共同活動団体」制度が創

設されました。 

 

◇指定地域共同活動団体（総務省資料より） 

【指定対象】 

 ○区域の住民又は区域の住民を主たる構成員

とする団体を主たる構成員とする団体 

【指定の要件】 

 ○地域において住民が日常生活を営むために

必要な環境の持続的な確保に資する活動を

行う 

 ○地域の多様な主体との連携等により効率的・

効果的に活動を行う 

 ○民主的で透明性の高い運営その他適正な運

営の確保等 

        ↑(令和８年３月議会で提案予定） 

市町村が条例で定める必要あり 

 

【イメージ】 

 ○自治会･町内会等の地域の活動団体

が、地域の多様な主体と連携･協働

しながら、地域的な共同活動を実施 

 

 〇地域的な共同活動のイメージ 

  ・地域の美化・清掃 

  ・高齢者の健康づくり・生活支援、 

   子どもの居場所づ 

   くり、多世代交流 

   活動 

  ・高齢者・子どもの 

   見守り等 

○指定の効果 

 ・活動資金の助成、情報提供など、町の支援を受けることができる 

 ・他団体との連携により効率的・効果的に活動を行うため、町に調整を求めることがで

きる 

 ・町から行政財産の貸付け（公共施設を拠点として活用可！）、関連事務の随意契約によ

る委託を受けることができる（将来的には、町からの仕事を受けて安定運営も！） 

  

★備考：町から指定地域共同活動団体への支援は、国からの「特別交付税措置」があります。 
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様々な団体が、それぞれ活動 各団体が、得意分野を活かしながら、 

連携・協力して、地域課題を解決 

「まちづくり協議会」 

（王寺町まちづくり基本条例第１４条） 

「指定地域共同活動団体」 

（地方自治法第２６０条の４９） 

地
域
を
一
つ
に
！ 

まちづくり協議会とは 

まちづくり協議会のイメージ 

 

まちづくり協議会に必要な要件 

町からの支援 

まちづくり協議会の活動例 

王寺町では、「まちづくり協議会」を「指定地域共同活動団体」と位置づけます 

王寺町が考えている 

「まちづくり協議会」と 

ほぼ同じ！ 

イコール 


